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○
文
部
科
学
省
令
第
四
十
九
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

末
松

信
介

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

別 添
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改

正

後

改

正

前

第
百
四
十
六
条

学
校
教
育
法
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
修
業
年
限
の
通
算
は
、

第
百
四
十
六
条

学
校
教
育
法
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
修
業
年
限
の
通
算
は
、

大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
大
学
設
置
基
準
第
三
十
一
条
第
一
項
、
専
門

大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
大
学
設
置
基
準
第
三
十
一
条
第
一
項
、
専
門

職
大
学
設
置
基
準
第
二
十
八
条
第
一
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
第
十
七
条
第
一

職
大
学
設
置
基
準
第
二
十
八
条
第
一
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
第
十
七
条
第
一

項
若
し
く
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
科

項
若
し
く
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
科

目
等
履
修
生
（
第
百
六
十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
科
目
等
履
修
生
」
と
い
う
。

目
等
履
修
生
（
第
百
六
十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
科
目
等
履
修
生
」
と
い
う
。

）
又
は
大
学
設
置
基
準
第
三
十
一
条
第
二
項
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
第
二
十

）
又
は
大
学
設
置
基
準
第
三
十
一
条
第
二
項
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
第
二
十

八
条
第
二
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
第
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
専
門
職
短
期

八
条
第
二
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
第
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
専
門
職
短
期

大
学
設
置
基
準
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
の
課
程
履
修
生
（
い
ず

大
学
設
置
基
準
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
の
課
程
履
修
生
（
い
ず

れ
も
大
学
の
学
生
以
外
の
者
に
限
る
。
）
と
し
て
一
の
大
学
に
お
い
て
一
定
の

れ
も
大
学
の
学
生
以
外
の
者
に
限
る
。
）
と
し
て
一
の
大
学
に
お
い
て
一
定
の

単
位
を
修
得
し
た
者
に
対
し
、
大
学
設
置
基
準
第
三
十
条
第
一
項
、
専
門
職
大

単
位
（
同
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
入
学
資
格
を
有
し
た
後
、
修
得
し
た
も

学
設
置
基
準
第
二
十
六
条
第
一
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
第
十
六
条
第
一
項
又

の
に
限
る
。
）
を
修
得
し
た
者
に
対
し
、
大
学
設
置
基
準
第
三
十
条
第
一
項
、

は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
大
学

専
門
職
大
学
設
置
基
準
第
二
十
六
条
第
一
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
第
十
六
条

に
入
学
し
た
後
に
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
当
該
単
位
数
、
そ

第
一
項
又
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

の
修
得
に
要
し
た
期
間
そ
の
他
大
学
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
勘
案
し
て
行
う

当
該
大
学
に
入
学
し
た
後
に
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
当
該
単

も
の
と
す
る
。

位
数
、
そ
の
修
得
に
要
し
た
期
間
そ
の
他
大
学
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
勘
案

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


